
６産労農水第８０７号 

 

東京海区漁業調整委員会 

 

 漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 119 条第８項及び水産資源保護法(昭和 26 年法律第

313 号)第４条第７項の規定に基づき、東京都漁業調整規則(昭和 40 年東京都規則第 160

号)の一部を別紙のとおり改正することの可否について、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

   令和６年６月 21 日 

 

 

                      東京都知事 小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ）  
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東京都漁業調整規則改正について（概要） 

 

改正項目 

1. 遊漁者の漁具漁法の制限について（第 40 条第１項） 

2. 刑法改正に伴う該当箇所の手当について（第 54 条第１項） 

3. 文言の適正化（第 54 条第１項及び第 57 条） 

 

改正概要 

1. 遊漁者の漁具漁法の制限について（第 40 条第１項） 

(1) 背景 

 東京都漁業調整規則（昭和 40 年東京都規則第 160 号、以下「規則」という。）では規則

制定当初から遊漁者によるまき餌を使用した遊漁（以下、「まき餌釣り」という。）は認めら

れておらず、同様の規制は全国の約半数で設けられていた。しかしながら、時代の変化とと

もに全国的にまき餌釣りは遊漁者の間で一般的となり、規則と実態が乖離した状態となっ

た。これに対して平成 14 年には水産庁からまき餌釣りの全面的な禁止措置の見直しについ

て言及した通知を発出されたこともあり、こうした措置の見直しが全国的に進んだ。 

東京都においては、令和３年に改訂した水産業振興プランの中で、漁業とレジャーの間で

調和のとれた海面利用が行われるためにまき餌釣りなどについて、制度を見直した上で、地

域ごとに実態に即したルール作りを進めていくこととした。これらのことから規則を改正

したうえで、必要な制限を設け、秩序ある遊漁を実現する必要がある。 

 

(2) 改正内容 

 規則第 40 条第 1 項中の「（まき餌釣りを除く。）」を削除する。 

 

(3) 現状と課題 

① 東京都海面では、まき餌釣りが一般的に行われており、規則と実態が乖離した状況が生

じている。 

② まき餌は海釣りには欠かせないものとなっており、釣り客の誘致のため、観光業や遊漁

船業からの禁止解除の要望がある。 

③ 一方で規制緩和による海洋環境や水産資源への影響を漁業関係者は懸念している。 

 

(4) 規則改正に向けた都の取り組み 

  令和 4・５年度に漁業関係者を中心とした海面利用関係者に対して規則改正及び改正後の

まき餌釣りに関する制限について対談・ヒアリングを実施。対談・ヒアリングをもとに海区

委員会指示案を作成するとともに、各地域の地元ルールによる制限を検討。 

令和５年度の各地区の海面利用協議会では海区委員会指示及び地元ルールにより、まき

餌釣りをはじめとした遊漁に一定の制限を加えることを説明し、規則改正について同意を

得た。 

令和 6 年度には規則改正について広く一般都民等に対して意見募集を行うとともに関係

県（千葉県・神奈川県・静岡県）に意見照会を行い、いずれも反対意見はなかった。 

 

(5) 今後のまき餌釣りに対する取り組み 

 改正規則の施行と同日に海区委員会指示を発出し、まき餌の使用について統一的な制限

を設けるほか、地域ごとに実態に見合った地元ルールの策定をさらに進め、秩序ある海面利
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用の実現に取り組んでいく。 

 

 

2. 刑法改正に伴う該当箇所の手当について（第 54 条第１項） 

(1) 背景 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号）が令和４年６月 17 日に公布さ

れ、令和７年６月１日から施行される。改正の内容は、刑事施設における受刑者の処遇及び

執行猶予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して、拘禁刑を創設等す

るものである。このうち拘禁刑の創設については、漁業調整規則において条文上の手当てが

必要となることから、規則において、関係条文を改正する。 

 

(2) 改正内容 

規則第 54 条第１項中「懲役」を「拘禁刑」とする。 

 

 

3. 文言の適正化（第 54 条第１項及び第 57 条） 

(1) 背景 

 両罰規定の対象となる規定（規則第 54 条及び第 57 条）について、自然人を対象とする

ことを明確化する。 

 本改正は遊漁船業法の改正や消費税法の改正においても同様の改正があり、一律的に文

言を見直すものである。 

 

(2) 改正内容 

 規則第 54 条第１項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に、同項各号中

「者」を「とき。」に改め、規則第 57 条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」とす

る。 
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委員会指示案 

 

 東京海区において、東京都漁業調整規則第40条第１項第１号の規定（竿釣り及び手釣り）により水産動物を

採捕する場合について、漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づき、次のとおり指示す

る。  

令和○年○月○日  

東京海区漁業調整委員会 会長 有元 貴文  

１ 漁具・漁法の制限  

(1) 遊漁者等が船舶によりまき餌を使用して行う場合は、１仕掛けにつき、まき餌かご１個を付し

たものに限る。 

 

(2) 前号に掲げるまき餌かごの大きさは、伊豆諸島海域及び小笠原諸島海域にあっては外径5.5セン

チメートル以下、長さ（まき餌を収納する部分に限る。）23センチメートル以下のものに限

り、東京内湾区域にあっては直径５センチメートル以下、長さ８センチメートル以下のものに

限る。 

 

(3) 船舶を使用して遊漁のまき餌釣りをする場合のまき餌の使用量の基準は、伊豆諸島海域及び小

笠原諸島海域にあっては1人１日当たり９キログラム以内とし、東京内湾区域にあっては1人１

日当たり３キログラム以内とする。ただし当該まき餌の使用にあたっては、基準内の量を使用

する場合であっても必要最小限の量としなければならない。 

 

(4) 船舶を使用しないで遊漁のまき餌釣りをする場合、当該まき餌の使用量は必要最小限の量と

し、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければならな

い。 

 

２ 指示の有効期間  

令和○年○月○日から令和○年○月○日まで 
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水 産 第 ４ ７ １ 号  

令和６年６月４日  

 

 東京都知事 小池 百合子 様 

 

千葉県知事 熊 谷 俊 人    

（公印省略）    

 

東京都漁業調整規則の一部改正について（回答） 

 

 令和６年５月１３日け６産労農水第５５２号で照会のありましたこのことに

ついては、下記のとおり回答します。 

記 

１ 遊漁者によるまき餌釣りの規制緩和について 

  東京都漁業調整規則の改正案については異存ありませんが、東京海区漁業

調整委員会による指示については本県に対し事前に協議くださるようお願い  

します。 

 

２ その他遊漁に対する意見等 

  特に意見なし。 

担当 
水産課 漁業調整班 五味 
電 話 043-223-3042 
E-Mail gyocho@mz.pref.chiba.lg.jp 

6



 

水第１５２８号 

令和６年６月11日 

 

東京都知事 殿 

 

神奈川県知事  

（ 公印省略 ） 

 

東京都漁業調整規則改正の一部改正について（回答） 

 

本県の水産行政につきましては、日ごろ格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

令和６年５月13日付け６産労農水第552号で照会のあった事項について次のとおり回答します。 

 

１ 遊漁者によるまき餌釣りの規制緩和について 

(1)異存ありません。 

(2)その他意見 

照会文にある東京海区漁業調整委員会による指示における規制について、改めて本県に対し

て協議をお願いします。 

 

２ その他 

該当ありません。 

 

 

 

 

問合せ先 

 水産課漁業調整・資源管理グループ 相澤 

  電 話： 045-285-0178 (直)  

  ﾌｧｸｼﾐﾘ： 045-210-8853 
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水 資 第 2 3 0 号

令和６年５月 27 日

東京都知事 小池百合子 様

静岡県知事職務代理者

静岡県副知事 森 貴志

（ 公 印 省 略）

東京都漁業調整規則改正の一部改正について（回答）

令和６年５月 13日付け６産労農水第 552号で照会のありましたこのことにつ

いて、下記の通り回答します。

記

１ 遊漁者によるまき餌釣りの規制緩和について

（１）異存なし

担 当 経済産業部水産・海洋局

水産資源課資源管理班 松山

電話番号 0 5 4 - 2 2 1 - 2 7 3 7

F A X 0 5 4 - 2 2 1 - 3 2 8 8
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関係者協議概要(1/3)
日付 対象団体 意見概要

令和4年11月8日
新島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・現状大きなトラブルは生じていない（地元）

令和5年2月9日
神津島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・コマセの使用量などは明らかに減っておりトラブルは現状はない（地元）

・禁止区域での操業はあるため、それは不安要素か（地元）

・一部ではこれまでと継続して禁止としたい（地元）

令和5年2月20日
八丈島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・大きな反対はないが、今後のヒアリング次第か（地元）

令和5年2月19日
小笠原母島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・現状大きなトラブルはなく、改正後もトラブルは起きにくいと思われる（地元）

令和5年2月21日
小笠原父島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・マナー向上は重要かと思われる（地元）

・改正後もある程度の統一的な規制は必要ではないか（地元）

令和5年3月22日
大島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・特段意見なし（地元）

令和5年3月7日 八丈島漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・改正にあたっては海面利用協議会、島内の釣り宿、釣具店の意見も取り入れることが必要（地

元）

・漁業者として大きく反対はないと思われる（地元）

令和5年3月24日
三宅島地区

海面利用協議会

・規則改正について調整中である旨を説明、意見聴取（東京都）

・規制緩和によって資源への影響が心配（地元）

・島内の他の団体などからも意見を聞いてほしい（地元）

令和5年6月12日
にいじま漁業

協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・陸では問題はないため、マナー啓発が重要と思われる（地元）

・沖での使用量などのはサニーカゴLサイズで、最大1日9㎏程度（地元）

令和5年7月11日
八丈島

各釣り具店等

各釣具店等から現在の撒き餌を使った遊漁の実態を聞き取った。規則改正にはおおむね賛成で

あった

令和5年7月12日
八丈島

各釣り具店等

各釣具店等から現在の撒き餌を使った遊漁の実態を聞き取った。規則改正にはおおむね賛成で

あった

令和5年8月17日
小笠原母島

漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・母島ではまき餌の使用はほとんどない（地元）

・イシガキダイなどを狙う際に使用するがそれも漁業に影響はない（地元）

・民宿などにリーフレットを置くなどマナー啓発に注力してほしい（地元）

令和5年8月18日
小笠原島

漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・父島においてもまき餌は漁業に支障をきたしていない（地元）

・ただし、無制限の使用とならないために一定のルールは必要か（地元）

令和5年9月7日
にいじま

漁業協同組合

・新島近海で散水及びイワシをまいての遊漁が行われており、漁業操業に支障をきたしている（地

元）

・これまで本海域で操業をしてきた遊漁船とは別の遊漁船であり、漁場の秩序が乱されている（地

元）

・規則改正後にはこういったことを防げるようルール策定が必要である（地元）

令和5年9月12日

小笠原地区

（父島・母島）

海面利用協議会

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正の概要、委員会指示案の説明に対して特段の反対意見はなし（地元）
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関係者協議概要(2/3)
日付 対象団体 意見概要

令和5年10月2日 神津島漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

・改正後、新たなルールはしっかりと守られるものにするべきとのこと（地元）

令和5年10月5日 三宅島漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正そのものには反対しない（地元）

・漁業者が資源管理に取り組んでいる中、ルールを守らない遊漁者（遊漁船）もいるため、遊漁

者が守る現実的なルールの策定がまず前提（地元）

令和5年10月6日
三宅島フィッシング

部（観光協会）

・規則改正・委員会指示の概要を説明、三宅島における遊漁実態のヒアリング（東京都）

・改正後のルールとしてバッグリミットによる制限や安全管理上の観点から磯での夜釣り禁止な

どか（地元）

・メジナであれば40㎝未満リリースがよい（地元）

・ルール周知にあたっては釣り団体とも協力するべき（地元）

・餌メーカーでまき餌（コマセ）の環境負荷を調査した報告書があり、環境負荷は低いという結

果が出ている（地元）

令和5年10月11日
八丈島島内

各釣り宿等

各釣具店等から現在の撒き餌を使った遊漁の実態を聞き取った。規則改正にはおおむね賛成で

あった

令和5年10月11日 八丈島漁業協同組合

・磯場のノリ採捕者（漁業権漁業）に対して現状のヒアリング（東京都）

・現在ノリをとっている漁業者は30人ほど、毎年およそ200㎏ほどの採捕がある（地元）

・遊漁者とのトラブルは近年はなく、撒き餌により漁場が荒れた、ノリの生育が悪くなったとい

う話もない（地元）

令和5年10月11日 八丈島漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正には一定の理解を示す（地元）

・八丈島だけ委員会の指示の取り扱いを区別すると漁業者の反発を招く恐れがあるため統一的な

指示がよい（地元）

・体長制限など漁業者と同様に資源管理に取り組んでいくべき（地元）

令和5年10月12日 利島村漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正には反対意見なし（地元）

・地元の釣りルールは明文化されていないものがある程度（地元）

令和5年10月17日 海面利用小委員会
・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・反対意見なし（委員）

令和5年10月17日
東京海区

漁業調整委員会

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・まき餌の利用が常態化しているため規則改正そのものへの反対はしない（委員）

・規則改正後、名実ともに遊漁者のまき餌が開放されるのではなく、漁業者と同様資源管理を目

的としたルールや秩序ある漁場利用のためのルールを策定することが不可欠（委員）

令和5年10月27日
三宅島フィッシング

部（観光協会）

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・特段の意見なし（地元）

令和5年11月13日
新島地区

海面利用協議会

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・特段の反対意見なし（地元）

令和5年12月19日
御蔵島村

漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要・海面利用ルールについて説明（東京都）

・特段の反対意見なし（地元）

・マナー啓発は重要である（地元）

・沖での遊漁については地元漁船やイルカウォッチングと競合しないよう地元ルールを今後検討

していきたい（地元）

令和6年1月19日 日本釣り振興協会

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・コマセカゴの大きさについては、内湾は神奈川、千葉と調整してほしい（協会）

・２年前に秋田で専用のチラシを作って理解を得られた、同様に相談をしてもらえれば、協力し

たい（協会）
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関係者協議概要(3/3)
日付 対象団体 意見概要

令和6年2月20日
三宅島フィッシング

部（観光協会）

・規則改正・委員会指示、三宅島地元ルール変更案について説明（東京都）

・規則改正には異論はない（地元）

・磯釣りルールについてはおおむね問題ない（地元）

・沖釣りについてもバッグリミット、コマセカゴの大きさ、まき餌使用量はおおむね問題ない

（地元）

・3マイル内外の操業についてはフィッシング部だけでなく遊漁船部会でも議論しないと結論は出

せない（地元）

令和6年2月20日 東京湾遊漁船組合

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正については歓迎する（組合）

・釣り人のマナー向上に努めていきたい（組合）

令和6年2月26日 八丈島漁業協同組合

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

・周知が重要。釣り宿を初めに行い、東海汽船や空港での周知がいいだろう（地元）

・遊漁が釣りすぎないよう、適切な使用量も決めにといけない。漁業も決めないとでは？（地

元）

令和6年2月27日
八丈島地区

海面利用協議会

・規則改正・委員会指示の概要を説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない、しっかりしたルールを作って使用量をしっかりと守ら

せられれば（地元）

・撒き餌を使ったらきれいにするというマナー啓発が必要（地元）

・磯釣りについては、使って良いところを指定し、量も規制する必要もあるか（地元）

令和6年2月28日
神津島地区

海面利用協議会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

・規則改正に限った話ではないが、遊漁者がしっかりと守れる実効性のあるルール作りが必要で

ある（地元）

令和6年3月7日 三宅島漁業協同組合

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正については理解するが、遊漁者には決められたルールをしっかりと守ってもらいたい

（地元）

令和6年3月13日
父島地区

海面利用港議会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

令和6年3月14日
三宅島地区

海面利用協議会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

・地元ルールの策定について、一部島内の遊漁船組合で協議する必要がある（地元）

令和6年3月19日
大島地区

海面利用協議会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

令和6年3月25日
母島地区

海面利用協議会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）

令和6年5月27日
東京都

海面利用小委員会

・規則改正、委員会指示について説明（東京都）

・規則改正、委員会指示案に問題はない（地元）
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「漁業調整規則改正（案）」に関する意見募集の結果 

１ 意見募集の期間と件数 

（１）意見募集期間 令和６年５月 13 日（月曜日）から６月 12日（水曜日）まで 

（２）件数     ３件 

２ ご意見と都の考え  （※ご意見の内容は要約して掲載しております。） 

  ご意見 都の考え 

１ 東京都漁業調整規則改正に異論はありません。 

改正にあたっては東京都海域の漁業操業に支障をきたさないように、漁場利用・資源管理上秩序ある遊漁

が実践されるように必要な規制を設ける必要があると思います。 

いただいたご意見を参考にし、東京都漁

業調整規則の改正に向けた手続きを進めて

まいります。また、新たな規則の施行にあ

たっては、円滑な漁場利用・適切な資源管

理が図られるよう地域の特性に応じた漁場

利用ルール作りを促します。 

２ 東京都漁業調整規則改正に賛成です。 

まき餌釣りが解禁されれば以下のとおり多くの経済効果が見込まれます。 

・釣りは多くの方が気軽に楽しめるレジャーであり、まき餌の解禁により、これまでより多くの魚種が釣

れるようになり、釣りの機会が増えることによる経済効果が見込まれます。 

・遊漁によるまき餌釣りはほぼ全国で認められておりますが、問題が起きたという報告はありません。 

・島しょ部において釣りは重要な観光資源の一つです。まき餌の解禁により、こうした釣りに関するメデ

ィアの取材や釣り具メーカーによる釣り大会の開催などにより来島者が増えることが期待されます。 

・一方でマナー・モラルに関する普及も大切です。マナー・モラルの部分の限定的な制限は必要かと思い

ますが、まき餌釣りの解禁には大いに賛成です。 

３ 東京都の海域で釣りにおける撒き餌の解禁に賛成します。 

私はスキューバ潜水にて撒き餌の海底への影響に関する調査を研究機関において行ってきましたが、全く
問題ありませんでした。 
全国的には撒き餌の使用が認められていますが、それによる海底汚染の問題等も起きていません。 

大島、伊豆諸島、小笠原の他、神奈川県・千葉県で撒き餌が認められている東京湾内においてもまき餌を

原因とする汚染は発生していません。 

東京湾内の富栄養化等を懸念するのであれば、東京湾内では、まき餌を必要とする釣りもないため、伊豆・

小笠原諸島に限った解禁でもいいかもしれません。 

 
※意見募集結果は HP にて公表（2024.6.21～） 
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令 和 ６ 年 ４ 月 ８ 日 

総務局総務部文書課 

 

「刑法等の一部を改正する法律」及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律」の施行に伴う関係条例等の改正について 

 

１ 刑法等一部改正法等の概要 

令和４年６月 17 日に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号。以下「刑法等一

部改正法」という。資料１（官報）及び資料２（新旧対照表）参照）及び刑法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第 68 号。以下「整理等法」

という。資料３（官報）及び資料４（新旧対照表）参照）が公布され、令和７年６月１日から施

行されることとなりました。 

刑法等一部改正法及び整理等法の概要は、次のとおりです。 

 

【概要】 

〇 刑法の主な改正内容等 

・ 懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設する。 

・ 罰則の法定刑について、無期懲役及び無期禁錮は「無期拘禁刑」に改め、有期懲役及び

有期禁錮は長期及び短期を現行のものと同じくする「有期拘禁刑」に改める。 

・ 刑法等一部改正法の施行に伴う経過措置及び刑法等一部改正法に伴う各種関係法令の一

部改正について定めているのが整理等法である。 

 

〇 刑法等一部改正法の施行の日（※整理等法の施行日も同日） 

令和７年６月１日（刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令和５年政令

第 318号）による。以下「法施行日」という。） 

 

 

２ 東京都において対応が必要となる事項 

各局等においては、刑法等一部改正法の施行日までに、条例等（条例、規則、各行政委員会

規則等の例規をいう。以下同じ。）中の「懲役」又は「禁錮（「禁こ」等の同義語を含む。以

下同じ。）」の字句を「拘禁刑」に改める必要があります。 

各局等においては、所管する既存の条例等（未施行のものを含む。）を調査して改正対象と

なる字句を特定した上で、法施行日までに確実に改正するとともに、今後新たに制定し、又は

改廃する例規等に「懲役」又は「禁錮」に係る規定を含む場合には刑法等一部改正法及び整理

等法の改正内容を踏まえて規定（経過措置を含む。）を検討する必要があります。 

改正に遺漏が生じると、法施行日後に例規等に定める罰則等を適切に適用することができな

くなると考えられますので、各局等において慎重かつ確実に改正対象となる例規等の調査を実

施してください。 

令和４年度に実施した調査及び令和５年 11 月２日時点の例規データベースの検索を基に、
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「懲役」・「禁錮」・「禁こ」の語を含む例規を局等別にリストにしましたので、改正対象の確

認・改正内容の検討の一助としてください。 

 

３ 条例改正に係る参考情報 

(1) 罰則規定に係る検察協議について 

法務省から「懲役」又は「禁錮」を「拘禁刑」に改める規定整備のみに係る条例案につい

ては、上程前の検察協議は不要である旨の回答を得ています（当該規定整備以外の改正内容

を含む場合には、検察協議の要否を改めて検討する必要があります。）。 

なお、当該規定整備に係る各条例案の可決・公布後、文書課から規定整備の実施状況を法

務省に情報提供する予定です。 

(2) 既に廃止されている条例等について 

各局等において所管する条例等であって、既に廃止され、又は実効性を喪失している条例

や過去の一部改正条例の附則の規定中の「懲役」・「禁錮」を「拘禁刑」に改める必要はあ

りません。ただし、廃止された条例が「なおその効力を有する」旨の経過措置により効力を

残存している場合であって、当該廃止された条例の適用対象者がいる場合には、条例改正が

必要となる可能性がありますので御注意ください。 

改正の要否の判断に迷った際には、各局等の文書担当を通じて、文書課法規担当に御相談

ください。 

 

４ 一部改正条例等に規定する経過措置 

(1) 罰則の運用等に関する経過措置及び人の資格に関する経過措置 

ア 罰則の適用等に関する経過措置 

一部改正条例等を制定した場合、当該一部改正条例等の施行日前の行為の処罰について

は、改正前の条例等を適用する（換言すれば、拘禁刑ではなく懲役又は禁錮により処罰す

る）ことが必要かつ相当であると考えられることから、改正前の条例等を適用するため、

「なお従前の例による」との経過措置を設ける必要があります。 

また、一部改正条例等による改正前の条例等が改廃された際に設けられた「なお従前の

例による」との経過措置や改正前の条例等についての「改正前の条例の例による」又は「廃

止前の条例の例による」との経過措置により適用することとされている当該改正前の条例

等の規定は、それ自体の改正ができないことから、包括的な読替規定を設ける必要があり

ます。 

経過措置の規定例としては、整備等法第 441条第１項及び第２項（罰則の適用に関する

経過措置）が参考になります。 

イ 人の資格に関する経過措置 

一部改正条例等のうち、人の資格に関する条例等の規定について「懲役」・「禁錮」を

「拘禁刑」に改正するものを制定した場合、当該一部改正条例等の施行後においては、資

格制限等の対象とすべきであると考えられることから、人の資格に関する条例等の規定の

適用について経過措置が必要となります。 

もっとも、人の資格に関する法令の規定の適用についての経過措置である整理等法第
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443条第１項は、懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者を拘禁刑又は拘留に処せられた者

とみなすこととしており、人の資格に関する条例等の規定の適用についても同条の対象で

あることから（同条の「法令」には条例等も含むと考えられる。）、都例規において、同

様の経過措置を別途設ける必要はありません。ただし、人の資格に関する規定のうち、刑

に「処せられた」こと以外の事由を資格を制限する根拠としているもの（例：禁錮以上の

刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者」であることを資格を制限

する根拠とするもの）については、個別に経過措置を設ける必要がありますので注意が必

要です。 

 

【経過措置の規定の参考条文】 

整理等法（抄） 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第 441条 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰につい

ては、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によ

ることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第 19条第１項

の規定又は第 82 条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第 25 条第４

項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法第２条の規定による改正前の刑法（明

治 40年法律第 45号。以下この項において「旧刑法」という。）第 12条に規定する懲役（以下

「懲役」という。）、旧刑法第 13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は旧刑法第 16

条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は

禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法施

行法第 20条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短

期（刑法施行法第 20条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第 443 条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用につ

いては、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の

懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘

留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる

人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せ

られた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留

に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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●●県漁業調整規則の一部を改正する規則新旧対照表 

新 旧 

第●条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をし

た者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。 

 一 第三十四条第一項、第三十五条から第四十条まで、第四十一条

第一項若しくは第三項、第四十二条から第四十五条まで、第四十七

条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条の規定に違反したと

き。 

 二 第三十二条第四項若しくは第五項、第三十四条第十三項におい

て準用する第十三条第一項若しくは第二項又は第四十八条第三項

の規定により付けた条件に違反したとき。 

 三 第二十三条第一項（第三十二条第十一項及び第三十四条第十三

項において準用する場合を含む。）、第三十二条第八項、第三十四条

第十三項において準用する第二十二条第二項、第四十七条第二項又

は第五十二条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。 

２ （略） 

 

第●条 第二十五条第一項（第三十二条第十一項及び第五十条第八項

において準用する場合を含む。）、第三十一条、第三十四条第十項又

は第四十六条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした

者は、科料に処する。 

第●条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しく

は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

 一 第三十四条第一項、第三十五条から第四十条まで、第四十一条

第一項若しくは第三項、第四十二条から第四十五条まで、第四十七

条第一項、第四十八条第一項又は第四十九条の規定に違反した者 

  

二 第三十二条第四項若しくは第五項、第三十四条第十三項におい

て準用する第十三条第一項若しくは第二項又は第四十八条第三項

の規定により付けた条件に違反した者 

 三 第二十三条第一項（第三十二条第十一項及び第三十四条第十三

項において準用する場合を含む。）、第三十二条第八項、第三十四条

第十三項において準用する第二十二条第二項、第四十七条第二項又

は第五十二条第一項の規定に基づく命令に違反した者 

２ （略） 

 

第●条 第二十五条第一項（第三十二条第十一項及び第五十条第八項

において準用する場合を含む。）、第三十一条、第三十四条第十項又は

第四十六条第一項の規定に違反した者は、科料に処する。 

刑法ハネ、文言修正に係る都道府県漁業調整規則改正例（水産庁作成） 
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 附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第●条第●項の改正規定（「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。）は、令和７年６月１

日から施行する。 

２ 前項ただし書に係る改正規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 
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東京都漁業調整規則改正（遊漁者によるまき餌の規制撤廃）スケジュール

改正内容：①まき餌（第40条）②刑法ハネ・文言修正（第54,57条）③漁業法ハネ（第47条）

島しょ部・内湾部 都内部 水産庁・他県 備考・検討事項

5月

意見募集開始(5/13) 他県・地検協議開始(5/13~)

海面利用小委員会報告(5/27)

6月 意見募集終了(~6/12) 他県協議終了（～6/12）

文書課事前審査開始

海区委員会諮問・答申

(まき餌・刑法ハネ・文言修正)

委員会指示案提示

事前調整終了（水産庁）

地検協議終了

7月

事前協議開始（水産庁）

海区委員会諮問・答申(漁業法ハネ）

文書課事前審査終了
事前協議終了（水産庁） 委員会：7/29

8月

規則改正起案

（まき餌、刑法ハネ、漁業法ハネ）

文書課審査終了

承認申請

（まき餌、刑法ハネ、漁業法ハネ）

関係者説明
承認

（まき餌、刑法ハネ、漁業法ハネ）

9月 知事決定

公報登載手続き

10月 公布・公報登載

11月 施行

※意見募集期間

は１か月

委員会：6/24

26


